
長野県立中学校管理規則案について 

高 校 教 育 課 

 

 

 

１ 制定の理由及び内容 

  平成23年11月１日に長野県立中学校条例が施行されることに伴い、長野県立中

学校管理規則を制定し、併せて、関連する規則について、所要の改正を行う。 

 

 

 

２ 施行期日 

平成23年11月１日（一部については、平成24年４月１日） 

 

 

 

３ 関連規則 

  (1) 長野県立高等学校管理規則 

  (2) 長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則 

  (3) 学校職員の特殊勤務手当に関する規則 

  (4) 長野県教育委員会事務処理規則 



 

 

長野県立中学校管理規則 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第４条） 
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 第３章 教育課程（第８条・第９条） 

 第４章 教材の取扱い（第10条・第11条） 

 第５章 職員（第12条―第15条） 

 第６章 職員会議（第16条） 

 第７章 学校評議員（第17条） 

 第８章 学校評価及び情報提供（第18条―第21条） 

 第９章 入学、退学、転学等（第22条―第30条） 

 第10章 成績評価及び卒業（第31条・第32条） 

 第11章 表彰及び懲戒（第33条―第35条） 

 第12章 補則（第36条） 

 附則  

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33

条及び長野県立中学校条例（平成23年長野県条例第17号）第５条の規定により、長野県立中

学校（以下「県立中学校」という。）の管理運営の基本的事項について定めるものとする。 

（生徒定員） 

第２条 県立中学校の生徒の定員は、次の表のとおりとする。 

中学校名 入学定員 総定員 

長野県屋代高等学校附属中学校 80人 240人 

（修業年限） 

第３条 県立中学校の修業年限は、３年とする。 

（通学区域） 

第４条 県立中学校の通学区域は、県内全域とする。 

第２章 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第５条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第６条 学年を分けて、次の３学期とする。 

 第１学期 ４月１日から７月31日まで 

 第２学期 ８月１日から12月31日まで 

 第３学期 １月１日から３月31日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、校長は、長野県教育委員会（以下「委員会」という。）の承認

を得て、前期及び後期の２学期とすることができる。 

（休業日） 

第７条 休業日は、次のとおりとする。ただし、校長において必要と認めたときは、休業日で

も授業を行うことができる。 



 

 

(1) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(2) 日曜日及び土曜日 

(3) 夏季、冬季、学年末等において、校長が定めた日 

(4) 委員会が必要とした日 

(5) その他校長が、委員会の承認を得て定めた日 

第３章 教育課程 

（教育課程の編成） 

第８条 教育課程は、校長が定める。 

２ 校長は、前項の規定により教育課程を定めるときは、学習指導要領及び委員会が別に定め

る基準によるものとする。 

 （高等学校との一貫した教育） 

第９条 次の表の左欄に掲げる中学校（以下この条において「併設型中学校」という。）にお

いては、学校教育法（昭和22年法律第26号）第71条の規定により、同表の右欄に掲げる高等

学校（以下この条において「併設型高等学校」という。）における教育との一貫した教育を

行うものとする。 

併設型中学校 併設型高等学校 

長野県屋代高等学校附属中学校 長野県屋代高等学校 

２ 前項の場合において併設型中学校における教育課程を定めるときは、併設型中学校と併設

型高等学校との間であらかじめ協議するものとする。 

第４章 教材の取扱い 

（教材の利用及び選定） 

第10条 県立中学校は、教科書以外の図書その他の教材（次項及び次条において「教材」とい

う。）で有益適切と認めたものについては、進んでこれを使用して教育内容の充実を図るも

のとする。 

２ 教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。 

（教材の承認等） 

第11条 校長は、教科書が発行されていない教科の主たる教材として使用する教材（次項第２

号において「準教科書」という。）を使用するときは、あらかじめ委員会の承認を受けなけ

ればならない。 

２ 校長は、次に掲げる教材を継続的に使用しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出

なければならない。 

(1) 道徳の主たる教材として使用する図書 

(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又はこれに類する図書 

(3) 各種の学習帳 

第５章 職員 

（職員） 

第12条 県立中学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。 

２ 前項に規定する職員のほか、必要に応じ、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師その他の

職員を置くことができる。 

 （主任等） 

第13条 県立中学校に別表第１の左欄に掲げる主任等を置き、校長の監督を受けて同表の右欄

に掲げる職務を行う。 



 

 

２ 前項に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。 

３ 前２項に規定する主任等は、原則として教諭の中から、校長が命じ、委員会に報告しなけ

ればならない。 

 （職及び職務） 

第14条 県立中学校に別表第２の左欄に掲げる職を置き、上司の命を受けて同表の右欄に掲げ

る職務を行う。 

２ 前項に規定する職は、公立学校教員又は公立学校事務職員をもって充てる。 

 （校務の分掌） 

第15条 この規則に定めるもののほか、校務の分掌は、校長が定める。 

第６章 職員会議 

（職員会議） 

第16条 県立中学校に、職員会議を置く。 

２ 前項の職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。 

第７章 学校評議員 

（学校評議員） 

第17条 県立中学校に、学校評議員を置く。 

２ 前項の学校評議員に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

第８章 学校評価及び情報提供 

（学校評価） 

第18条 県立中学校は、当該県立中学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評

価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 前項の評価を行うに当たっては、県立中学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して

行うものとする。 

第19条 県立中学校は、前条第１項の規定による評価の結果を踏まえた当該県立中学校の生徒

の保護者その他の当該県立中学校の関係者（当該県立中学校の職員を除く。）による評価を

行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 

第20条 県立中学校は、第18条第１項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行

った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。 

（情報提供） 

第21条 県立中学校は、当該県立中学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を

深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該県立中学校の教育

活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。 

第９章 入学、退学、転学等 

（入学者の選抜） 

第22条 入学志願者に対しては、入学者の選抜を行う。 

２ 入学者の選抜手続等については、委員会が毎年要綱を定め、これを告示するものとする。 

（入学志願の手続） 

第23条 入学志願者は、前条第２項の要綱に定めるところにより入学願書その他必要な書類を

提出しなければならない。 

（入学） 

第24条 入学は、校長がこれを許可する。 

２ 入学の時期は、学年の始めとする。 

（入学の手続） 



 

 

第25条 入学を許可された者は、保護者と連署した誓約書（様式第１号）及び住民票の写しを

校長に提出しなければならない。 

（保護者の変更等） 

第26条 保護者に変更があったときは、改めて誓約書を提出しなければならない。 

第27条 保護者は、転居し、又は氏名等を変更したときは、直ちに、校長に届け出なければな

らない。 

（退学） 

第28条 退学しようとする者は、保護者と連署した退学願（様式第２号）を校長に提出してそ

の許可を得なければならない。 

（転学） 

第29条 他の中学校へ転学しようとする者は、保護者と連署した転学願（様式第３号）を校長

に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により転学願の提出があったときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証

明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。 

（感染症による出席停止） 

第30条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある

生徒に対しては、出席の停止を命ずることができる。 

第10章 成績評価及び卒業 

（成績評価） 

第31条 成績評価は、学習指導要領に基づいてこれを行う。 

（卒業証書の授与） 

第32条 校長は、中学校所定の課程を修了したと認めた者には、卒業証書（様式第４号）を授

与しなければならない。 

第11章 表彰及び懲戒 

（表彰） 

第33条 校長は、学業、人物、その他について優秀な生徒を表彰することができる。 

（懲戒） 

第34条 校長は、教育上必要あると認めるときは、生徒に懲戒を行うことができる。 

２ 前項の懲戒は、訓戒及び退学とする。 

３ 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対して行うことができる。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒の本分に反した者 

第35条 生徒に退学を命じたときは、校長は、その生徒の学年、氏名、住所及び事由を速やか

に委員会に報告しなければならない。 

第12章 補則 

 （補則） 

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。 

附 則 

（施行期日） 



 

 

１ この規則は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第５条から第７条ま

で、第13条、第14条、第16条から第21条まで及び第24条から第35条まで並びに

附則第３項の規定は平成24年４月１日から施行する。 

（長野県立高等学校管理規則の一部改正） 

２ 長野県立高等学校管理規則（昭和31年長野県教育委員会規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３章中第８条の次に次の１条を加える。 

（中学校との一貫した教育） 

第８条の２ 次の表の左欄に掲げる高等学校（以下この条において「併設型高等

学校」という。）においては、学校教育法（昭和22年法律第26号）第71条の規

定により、同表の右欄に掲げる中学校（以下この条において「併設型中学校」

という。）における教育との一貫した教育を行うものとする。 

併設型高等学校 併設型中学校 

長野県屋代高等学校 長野県屋代高等学校附属中学校 

２ 前項の場合において併設型高等学校における教育課程を定めるときは、併設

型高等学校と併設型中学校との間であらかじめ協議するものとする。 

 （長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則の一部改正） 

３ 長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則（昭和34年長野県教育委員会

規則第１号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「県立の」の次に「中学校、」を加える。 

 （学校職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正） 

４ 学校職員の特殊勤務手当に関する規則（昭和35年長野県教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

  第７条中「ものは、」の次に「県立の中学校の第３学年又は市町村立の小学校の第６

学年若しくは」を加える。  

（長野県教育委員会事務処理規則の一部改正） 

５ 長野県教育委員会事務処理規則（昭和46年長野県教育委員会規則第６号）の一

部を次のように改正する。 

別表第１の⑷中「第５号」を「第６号」に改め、同表の⑽中「高等学校入学志

願者選抜」を「県立中学校及び高等学校の入学志願者選抜」に改める。 



 

 

（別表第１）（第13条関係） 

県立中学校に置く主任等及び職務 

左欄 右欄 

教務主任 
教育計画の立案その他の教務に関する事項の連絡調整及び指導・助

言に当たる職務 

学年主任 
当該学年の教育活動に関する事項の連絡調整及び指導・助言に当た

る職務 

保健主事 学校における保健に関する事項の管理に当たる職務 

生徒指導主事 
生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整及び指

導・助言に当たる職務 

進路指導主事 
生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさど

り、当該事項の連絡調整及び指導・助言に当たる職務 

（別表第２）（第14条関係） 

県立中学校に置く職及び職務 

左欄 右欄 

専門幹 高度の専門的知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務 

担当係長 上司が指定する特定の事務の分掌 

主幹 高度の知識経験に基づき複雑かつ困難な業務を行う職務 

主査 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務 

主任 高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 

主事 一般的な業務を行う職務 

学校司書 図書館の業務 

主任安全衛生管理者 総括安全衛生管理者の職務遂行の補佐 

衛生推進者 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第12条の２に規定する職務 

防火管理者 消防法（昭和23年法律第186号）第８条第１項に規定する職務 



 

 

（様式第１号）（第25条関係） 

 
誓     約     書 

 
年 月 日  

 

    中学校長     殿 

 

 

                   生 徒 住所 
                       氏名      

  

            保護者 住所 

                       氏名  

 

 
 

 貴校に在学中は、学業に励み、学校と協力して安全な学校づくりに努めるとともに、 
下記事項をはじめとする「   」を遵守することを保護者と連署して誓約します。 

記 
 
 
 
 

 

 （備考） １ 「 」内には、校則又はこれに準ずるものの名称を記載すること。 

      ２ 遵守する事項は、各中学校長が校則又はこれに準ずるもののうちから定める 

こと。 

 

 

 

 



 

 

（様式第２号）（第28条関係）  

退     学     願 

 

年 月 日  

 

    中学校長      殿 

 

第 学年            

氏名              ○印  
 

保護者            

氏名              ○印 
 

 （      の事由により）、退学させてください。 

 

 

 

（様式第３号）（第29条関係） 

転     学     願 

 

年 月 日  

 

    中学校長      殿 

 

第 学年            

氏名              ○印  
 

保護者            

氏名              ○印 
 

 （      の事由により）、   中学校へ転学させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第４号）（第32条関係） 
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長野県立高等学校管理規則 新旧対照表 
 

改 正 案 現  行 

第３章 教育課程及び授業日時数 第３章 教育課程及び授業日時数 

（教育課程、授業日時数） （教育課程、授業日時数） 

第８条 教育課程及び授業日時数は、校長が定める。 第８条 教育課程及び授業日時数は、校長が定める。 

２ 校長は、前項の規定により教育課程及び授業日時数を定めるにあたつては、

学習指導要領を基準とし、かつ、次に掲げるところによらなければならない。 

２ 校長は、前項の規定により教育課程及び授業日時数を定めるにあたつては、

学習指導要領を基準とし、かつ、次に掲げるところによらなければならない。

⑴ 全日制の課程 ⑴ 全日制の課程 

ア 年間授業日時数は、35週を標準とする。 ア 年間授業日時数は、35週を標準とする。 

イ １週授業時数は、30単位時間を標準とする。 イ １週授業時数は、30単位時間を標準とする。 

ウ １週授業日数は、５日とする。 ウ １週授業日数は、５日とする。 

⑵ 定時制の課程 ⑵ 定時制の課程 

長野県定時制課程整備基準による教育課程及び授業日時数 長野県定時制課程整備基準による教育課程及び授業日時数 

⑶ 通信制の課程 ⑶ 通信制の課程 

長野県高等学校通信教育実施要項による教育課程及び指導計画 長野県高等学校通信教育実施要項による教育課程及び指導計画 

  

（中学校との一貫した教育）  

第８条の２ 次の表の左欄に掲げる高等学校（以下この条において「併設型高

等学校」という。）においては、学校教育法（昭和22年法律第26号）第71条

の規定により、同表の右欄に掲げる中学校（以下この条において「併設型中

学校」という。）における教育との一貫した教育を行うものとする。 

併設型高等学校 併設型中学校 

長野県屋代高等学校 長野県屋代高等学校附属中学校 

２ 前項の場合において併設型高等学校における教育課程を定めるときは、併

設型高等学校と併設型中学校との間であらかじめ協議するものとする。 

 

 



 

 
長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則 新旧対照表 

 

改 正 案 現  行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第40条第１項の規定による県立

の中学校、高等学校及び特別支援学校の職員（長野県学校職員の給与に関す

る条例（昭和29年長野県条例第２号）の規定の適用を受ける職員に限る。以

下「職員」という。）の勤務成績の評定（以下「勤務評定」という。）は、

この規則の定めるところによる。 

 

第２条 ～（略） 

第１条 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第40条第１項の規定による県立

の高等学校及び特別支援学校の職員（長野県学校職員の給与に関する条例（昭

和29年長野県条例第２号）の規定の適用を受ける職員に限る。以下「職員」

という。）の勤務成績の評定（以下「勤務評定」という。）は、この規則の

定めるところによる。 

 

第２条 ～（略） 

 



 

 
学校職員の特殊勤務手当に関する規則 新旧対照表 

 

改 正 案 現  行 

（入学者選抜手当の支給範囲） （入学者選抜手当の支給範囲） 

第７条 条例第24条の５第１項に規定する進学生徒に関する調査書作成の事務

に従事した教育職員のうち教育委員会が定めるものは、県立の中学校の第３

学年又は市町村立の小学校の第６学年若しくは市町村立の中学校の第３学年

の学級を担任する教育職員とする。 

第７条 条例第24条の５第１項に規定する進学生徒に関する調査書作成の事務

に従事した教育職員のうち教育委員会が定めるものは、市町村立の中学校の

第３学年の学級を担任する教育職員とする。 

 



 

 
長野県教育委員会事務処理規則 新旧対照表 

 

改 正 案 現  行 

（別表第１）（第４条関係） （別表第１）（第４条関係） 

委員会に付議する事項 委員会に付議する事項 

⑴ ～ ⑶ （略） ⑴ ～ ⑶ （略） 

⑷ 長野県学校職員の給与に関する条例（昭和29年長野県条例第２号）第２

条第１項第２号から第６号までに規定する職員の人事に関する基本的事項

の決定に関すること。 

⑷ 長野県学校職員の給与に関する条例（昭和29年長野県条例第２号）第２

条第１項第２号から第５号までに規定する職員の人事に関する基本的事項

の決定に関すること。 

⑸ ～ ⑼ （略） ⑸ ～ ⑼ （略） 

⑽ 県立中学校及び高等学校の入学志願者選抜の基本的事項の決定に関する

こと。 

⑽ 高等学校入学志願者選抜の基本的事項の決定に関すること。 

⑾  ～  （略） ⑾  ～  （略） 

 
 


